
※　私たち中山自治会は次のような規模で運営しています。

（2021年4月1日現在）

①会員世帯数 ３、４３０世帯 〒　226-0019

　横浜市緑区中山4丁目23-13

②ブロック数 38ブロック
　中山自治会

③団体数（消防班など） 13団体
ＴＥＬ・ＦＡＸ　045-933-4348

④初期消火箱設置数 ４０基 e-mail   nakayama-town@nifty.com

　　平成23年8月27日作成

⑤防犯灯管理数 ４８２灯 　　令和2年5月1日改訂

（内　市管理、LED４６８灯）
⑥掲示板設置数 ２４箇所

中山自治会館

　中山町は、歴史と伝統に培われた町であり、多くの人々が集まる町とし

て発展してまいりました。

にしていきますが、それには中山町に住んでいる皆さん達が絆を強め、住

民同士、顔の見える関係を築いていくことが重要です。

自治会は地域で支え合う中で重要な役割りを持っています。

　中山町にお住まいの方、あるいはこれからお住まいの方、この機会に

「より快適で安心・安全な町を維持確立するために」お力添えを頂きたく

お願い申し上げます。

中山町自治会はこれからも「安心で安全な明るく住み良い町」になるよう
会費の基準は以下の通りです。

①賃貸住居者 月額 200円/世帯
②一般住居者 月額 300円/世帯
③事業者 月額 600円・800円・1,000円/世帯
④ワンルームマンションの方は別途相談下さい。

※個人情報の取扱について
中山町自治会は個人情報の保護に関する法律を遵守するとともに、個人情報を自治会活動

中山自治会


